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 世界銀行が９月９日に発表した１８３カ国・地域を対象とした「ビジネス環境の現状」（２０１０年版）報告によると、総合

ランキングでシンガポールが４年連続首位となり、ニュージーランド、香港、米国、英国が続きました。東南アジア諸国

連合加盟国の中では、１位シンガポール、２位タイ（総合１２位）、３位マレーシア（同２３位）と、４位ベトナム（同９３位）

の順となっています。 

 

２０１０年版の報告では、２００８年６月から２００９年５月の間に、対象のうち過去最高の１３１地域で改革が実施され

たとしており、具体的には、雇用や納税等企業経営に関わる規則及び事業の開始や撤退等の行政手続の規制緩

和・制度改革状況など十分野を採点した上で、総合的にビジネス環境を評価しています（下表参照）。 

 

タイは、資産の登録・投資家の保護・クロスボーダー取引・建設認可手続などで相対的に高く評価されました。また、

事業の開始においても、かつては登録審査手続に９日間要しましたが、手続の簡素化により１日短縮され８日間にな

るなど改善が進みました。 

  

ベトナムは、契約の履行において昨年の３９位から３２位にランクアップしました。また、クロスボーダー取引と税金の

支払においてビジネス環境の改善がみられたと評価されました。特に、クロスボーダー取引においては輸出入手続の

期間が２日間短縮されたこと、税金の支払では法人税の２８％から２５％への引下げ、土地の譲渡に関する追加収入

税の廃止、付加価値税（ＶＡＴ）の引下げなどの改善が実現しています。 

 

【世界銀行「ビジネス環境の現状２０１０」におけるタイ・ベトナムのランキング】 

（単位：位） 

評価項目 タイ ベトナム 

総合評価（ビジネス展開の容易さ） 12 93 

事業の開始 55 116 

建設許可手続 13 69 

従業員の雇用と解雇 52 103 

資産の登録 6 40 

資金調達 71 30 

投資家の保護 12 172 

税金の支払 88 147 

クロスボーダー取引 12 74 

契約の履行 24 32 

事業の撤退 48 127 

 


